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【フラット35】
制度拡充のご案内

平成27年2月９日以降の資金お受け取り分から

平成28年1月29日までのお申込受付分に適用※1

　質の高い住宅の取得を支援する【フラット35】ブ2

の金利引下げ幅を年▲0.3％から年▲０．６％に

拡大します。

　足下の景気状況に対応するため､政府は平成26年12月に｢地方への好循環拡大

に向けた緊急経済対策｣を策定し､その中で【フラット35】Sの金利引下げ幅の拡大

や省エネ住宅に関するポイント制度の実施等の住宅市場活性化策を盛り込みました。

　住宅金融支援機構では､緊急経済対策に掲げられた住宅市場活性化の推進とと

もに､省エネルギー性に優れた住宅等､質の高い住宅の取得を支援するため､以下

の制度拡充を実施します。

　　－　　　　　　‾

【フラット35】S

　(金利Aﾌﾟﾗﾝ)

il　　　　　　j出

鵠10年間

　　　　　　　4　　　　　･Jfl

【ﾌﾗｯﾄ35】のお借入金利から

w===3=い年顧6％
【フラット35】S
(金利Bﾌﾟﾗﾝ)

当初5年間

２　融資率゛3が9割を超える場合門こ融資率が9割以下の場合

　と比べて上乗せしている金利を引き下げまず5．

この制度拡充には予算金額があり､予算金額に達する見込みとなった場合は制度拡充終了日を前倒しすることとなります、

【フラット35】しは､新築住宅の建設･購入及び中古住宅の購入の際にご利用いただけます(【フラット35】借換融資には利用できません。)。

【フラット35】Sの適用の条件｢よ､裏面をご覧<ださい。

融資率とは､建設費･購入価額に対して、【フラット35】のお借入額の占める割合をいいます。

融資率が9割を超える場合は､融資率が9割以下の場合と比較してご返済の確実性等をより慎重に審査します。

制度拡充の実施前と実施後における【フラット35】の融資率9割超の場合､融資率9割以下の場合の金利は､裏面をご覧ください。

@住宅金融支援機構

　　Japan HousingFinanceAgency

　　〈フラット３５サイト〉　www.f at35.com

　　　　0120-0860-35

聚問詰昌昌⊇訟‰昌諧昌こ詰認温言ふJ､。

　　　048－615－0420（通話料金がかかります）
(平成27年2月９日現在)
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1【フラット３５】Ｓとは、【フラット３５】をお申込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、Ｉ

Ｉ【フラット３５】のお借入金利をー定期間引き下げる制度で、【フラット３５】Ｓ(金利Ａプラン)と【フラット３５】Ｓ(金利Ｂプラン)の2つ　Ｉ

Ｉ　　　．‥　　　　、．　　　．．．．－　＿　　　　　　　　＿　　　　　　‥　－．．　．．　．　　‥　．　．_　．．＿＿＿　．．　．．-．、一‥．．．＿．．　　．　！

㎜　　㎜　　　　　　㎜　　　　　㎜　㎜　　㎜　■　　　　㎜㎜㎜　■㎜㎜　　　　㎜　〃㎜㎜　　　㎜　-■㎜　　㎜　　　㎜　　㎜　　㎜　■㎜㎜　　　　　　　㎜㎜■【フラット３５】のお借入金利をー定期間引き下げる制度で、【フラット３５】Ｓ(金利Ａプラン)と【フラット３５】Ｓ(金利Ｂプラン)の2つ　Ｉ

の金利引下げプランがあります｡【フラット３５】ｓには予算金額があり､予算金額に達する見込みとなった場合は､受付を終了させていた　｜ｌの金利引下げプランがあります．【フラット３５】ｓには予算金額があり､予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていた　｜

Ｉだきます．受付終了日は終了する約3週間前までにフラット35サイトでお知らせします．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1....................__.__.__.__.____..____.__._.__.__.____.__._.._.__.__.__.____.__......_...............................__.__.__.__.__.__.__._..____.__._..__._...............-」
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【フヲlyﾄ35】S

　(金利Aﾌﾟﾗﾝ)
－ … … 一 一
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【フラット35】

建築基準法
(イメージ図) ※１　上記の住宅の条件は、｢新築住宅･中古住宅共通の基準jですこのほかに｢中古住宅特有の基準｣がありますパ中古住宅特有の基準｣は、フラット

　３５サイトでご確認ください。中古住宅については、｢新築住宅･中古住宅共通の基準｣または｢中古住宅特有の基準jのいずれかを満たすことで､金利

　引下げを受けることができます｡

(注)平成27年4月から上記の住宅の条件を一部変更する予定です。変更内容はフラット35サイトでお知らせいたします｡。

◆【ﾌﾗｼﾞﾄ35】sの住宅は､第丿皿こよる検査(m実査･m査)を通じて､機構が定四こ適合すること皿ていますi

【試算例】借入額緊)00万円(融資率9割以下)､借入期間35年､元利均等返済､ボーナス返済なし､借入金利年1.379び2の場合

　　　　　※2平成27年2月9日において返済期間が21年以上35年以下､融資率が9割以下の場合で取扱金融機関が提供する最も多い【ﾌﾗｯﾄ35】の金利

【フラット35】S(金利Ａプラン)なら【フラット35】より総返済額が約!72万円お得です！

【フラット35】S(金利Ｂプラン)なら【フラット35】より総返済額が約93万円お得です１

ａ
- “ 「

【フラット35】

借入金利･2
　全期間

年1.37％

毎月の返済額
　全期間

89,956円

総返済額 37,781,766円

【フラット35】との

比較(総返済額) 一

【ﾌﾗｯﾄ35】S(金利Aﾌﾟﾗﾝ)

当初10年間

　年0.77％
11年目以降
年!.37％

当初10年間

81,508円

11年目以降

87,579円

36,054,731円

▲1,727,035円

【ﾌﾗｯﾄ35】S(金利Bプラン)
－　　　－　　－　－　　－

当初5年間‾‾

　年0.77％

‾6年目以降

　年1.37％

当初5年間
81,508円

6年目以降

88,772円

36,848,223円

皇933,543Pﾖ|

取扱金融機関の審査または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので､あらかじめご了承<ださい。

(注)上記総返済額には､融資手数料､物件検査手数料､火災保険料等は含まれておらず､別途お客さまのご負担となります。

　　また､団体信用生命保険にご加入される場合、団体信用生命保険特約料は別途お客さまのご負担となります。

制度拡充の実施前と実施後の平成27年2月における最頻金利ｓ(返済期間211年以上35年以下の場合)

　※3最頻金利とは､取扱金融機関が提供する最も多い【ﾌﾗｯﾄ35】の金利をいいます、

偏○

制度拡充の実施後

(平成27年2月9日現在)
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　(注)お借入金利は取扱金融機関によって異なります．お借入金利は、お申込時点ではなく、資金のお受取時点の金利が適用されます．

　　　　また、【フラット３５】借換融資の場合は融資率にかかわらず､融資率9割以下の場合の金利が適用されます。
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１《お借入れに当たっての注意事項)●【ﾌﾗｯﾄ35】は､民間金融機関と住宅金融支堕機構が提携してご提供する長期固定金利佳宅ﾛｰﾆﾉです.お申込みは､取扱金・機関となります.詳細については､ﾌﾗｯﾄ35ｻｲﾄ　　1

1(www.fl8t35､com)でご確認ください.●取扱金融機関の審査または住宅金融支援機構の審査の結果によっては､お客さまのご希望にそえない場合がありますので､あらかじめご了承ください､●お借入額は建設費または　ｌ
ｌｉｘ価一丿辿迪1涵Ξi4悩一石拓面辿iiごjii｡函涵泌jhごみﾐ｀i｢拓iLi6aaｽ;冦i:Ξ4&1:λi屁4瓦石辰４嘉一R､yia又瓦､匯召石Ui1 1

1手数料が必要で､お客さまのご負担となります.融資手数料は取扱金扇機関によって異なります●お借入金利は資金のお受取時の金利が適用されます.●最長35年の返済が可能です.ただし､お客さまの年齢によ咄１
：ｉ‾天期間が短くなる場合があります.●佳宅金融支援機構の定める技術基準に適合している､ﾆと､zついて､検査機関または適合証明技術者による物件検査を受けていただきます.併せて､新築佳宅では､建築基準法lz　l

i i:=4i面ぷ妥隔心;kiiiiこ石丿凪Ti4iiig渥i函ii承涵福iiこjiiiRΞiiと盲一回igii函函liiii函ii&盲iiyλ1辰石こ&｜

｜　借入れの対象となる住宅及ぴその敷地に.住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定Lていただきます.抵当権の設定費用(登録免許税､司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります.●お借入　ｌ

ｌ　れの対象となる住宅に火災保険(火災共済を含みます.)を付けていただきます.火災保険料はお客さまのご負担となります.●万一の場合に備え､団体信用生命保険に是非ご加入ください.ごｶ[I入に当たっては条件が　：
Ｉ　あり､特約料はお客さまのご負担となります.●【ﾌﾗｯﾄ35】sは､住宅ﾛｰﾝのお借換えの場合には利用できません.●lﾌﾗｯﾄ35】sについては､利用できない金融機関がありますのでご注童ください.●取扱金融機関の　Ｉ

Ｉ　融資金利､融資手数料､返済額の試算等の詳細の情報は､ﾌﾗｯﾄ36ｻｲﾄで確認することができます.●説明書(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等)は､取扱金融機関で入手することができます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
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【フラット３５】Ｓをご利用いただくための住宅の条件など

【フラット３５】Ｓの毎月の返済額･総返済額の試算!
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